
令和７年度

特別徴収に関する綴
村　民　税
県　民　税
森林環境税

個人住民税の特別徴収義務者（事業者）の皆さまへ

１　個人番号の利用目的について
市区町村から特別徴収税額通知書（特別徴収義務者）により通知される納税義務者の個人番号（平成30年度よ
り当面の間，書面への記載は省略されます。）は，特別徴収に係る事務に限り使用することができ，たとえ本人の
同意があったとしても，それ以外の事務（社会保障など）には使用することができません。※番号法第9条第2項

２　特別徴収義務者の個人番号の収集について
特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）により個人番号を取得した場合でも，特別徴収義務者は納税義務者
の個人番号を収集する責務はなくなりませんので，本人から個人番号の収集ができていない従業員については，
引き続き個人番号の収集に努めるようお願いいたします。※番号法第6条

eLTAXによる特別徴収税額通知書の正本送付を希望された場合，紙面
による副本の送付は行っていません。

異動届が未提出の場合や，御不明な点がありましたら早急に御連絡ください。

東 海 村 役 場
総 務 部 税 務 課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号
電話（ 0 2 9 ）2 8 2 － 1 7 1 1 ㈹
内線　1117・1118・1119

HP アドレス
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp	
※上記の郵便番号は，東海村役場固有の番号です。
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令和 7 年 5 月 12 日

特 別 徴 収 義 務 者 様

村民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

茨城県東海村長　山 田　 修

平素より，本村税務行政につきまして，御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて，貴殿を令和７年度地方税法第41条，第319条及び第321条の4，並びに東海村税条例第45条の規定
により，特別徴収義務者に指定しましたので，その取扱いに必要な関係書類を送付いたします。
つきましては，次項以降の村民税・県民税・森林環境税特別徴収の手引きを御参照いただいた上で，特
別徴収に御協力をお願い申し上げます。

◎　関係書類
１．令和７年度村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）
２．令和７年度村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）
３．令和７年度村民税・県民税・森林環境税特別徴収に関する綴
○村民税・県民税・森林環境税特別徴収の手引き
○給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書・・・・・・・・ ５組
○特別徴収切替届出（依頼）書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２組
○特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書・・・・・・・・・・・・・・ １組
○指定通知書（ゆうちょ銀行・郵便局，銀行）	・・・・・・・・・・・・・ １組

４．納入書・・・・・６月分から翌年５月分まで12枚と予備用紙３枚（必要な事業所のみ）
※別綴より該当月分を切り離して使用してください。



－	2	－

＜給与所得者に係る村民税・県民税・森林環境税特別徴収の手引き＞

１．特別徴収とは

◇村民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは
特別徴収とは，給与支払者（事業者）が，所得税の源泉徴収と同

様に，毎月従業員に支払う給与から村民税・県民税（個人住民税）・
森林環境税を天引きし，納入していただく制度です。

地方税法，茨城県県税条例及び各市町村の税条例により，給与を
支払う事業者は，原則すべて特別徴収義務者として個人住民税を特
別徴収していただくことになっています。

◇特別徴収義務者とは
毎年4月1日現在において，前年中に給与所得を有する個人住民

税の納税事務者に給与の支払いをする事業主で，所得税を源泉徴収
して納付する義務がある事業主をいいます。

◇特別徴収される方（納税者）とは
今年1月1日に東海村に住所のある給与所得者（従業員の方）は，

原則として特別徴収の方法により村民税・県民税（個人住民税）・
森林環境税が徴収されます。今年1月2日以降に，村外へ転出され
た場合でも今年の村民税・県民税（個人住民税）・森林環境税は東
海村に納めることとなります。

２．特別徴収の流れ

◇税額の決定通知書の送付
書類の内容について御確認ください。また，特別徴収義務者（給

与支払者）への通知と併せて，納税者（従業員の方）への通知書も
同封しておりますので，「納税者用」の通知書は各人へ配布してく
ださい。なお，既に退職した方がいる場合は早急に異動届出書を提
出してください。

◇税額の徴収
毎月給与を支払う際に，送付された「村民税・県民税・森林環境

税特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者控）」に記載された月
割額を徴収してください。また，毎月の給与額よりも，税額の月割
額の方が大きく，特別徴収ができない場合についても異動届出書を
提出してください。

◇税額の納入
徴収した税額は，送付された「特別徴収税額の納入書」を使用し

て翌月10日までに納入してください。
※給与支払報告書提出時に「納入書不要」とされた場合は，納入

書を送付しておりません。必要な場合は税務課まで御連絡ください。

◇税額の変更
年の途中に納税者（従業員等）の税額が変更となった場合は，「村

民税・県民税・森林環境税特別徴収税額変更通知書」を送付します。
送付後は，変更された税額の月割額を徴収してください。

※新しい「納入書」は送付されませんので，お手元の「納入書」
の税額を手書きで訂正してお使いください。

※6頁に「税額差引簿」がありますので，月々の徴収の管理にお
役立てください。
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①給与支払報告書の提出

③特別徴収義務者の通知④特別徴収税額通知

⑥税額の納入

（１月31日まで）
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3．納入取扱金融機関

○東海村役場

○ゆうちょ銀行・郵便局

○指定金融機関

常陽銀行　東海支店
（口座番号　普通　16889）

○収納代理金融機関

筑波銀行
水戸信用金庫
中央労働金庫
常陸農業協同組合
茨城県信用組合

※上記，金融機関の本・支店での納付が可能です。

※口座振替による納付はできません。

4．納入書の納入金額の訂正方法

●　納入書送付後に退職・転勤・税額変更等により，納入すべき
金額が納入金額（１）の欄の金額と異なるときは，納入金額（１）
の欄の金額を横線で消し，納入金額（２）の欄に正しい金額を
記入してください（納入済通知書だけでなく，領収証書，納入
書も同様に訂正してください。）

●　納入書は機械で処理しますので，汚したり，折り曲げたりし
ないでください。

●　税額変更後の納入書は送付しておりません。納入書の訂正に
御協力お願いいたします。

（例）

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

納入金額（１）

5 ,000

3 0 0 0

3 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0

円
金額を横線で
消してください。

訂正後（納入金
額）の金額を２
か所記入してく
ださい。

納 

入 
金 
額
（
２
）

給与分
（一括徴収
分を含む）

退　職
所得分

延滞金

督　促
手数料

合計額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

※　数字は，枠内にはっきり記入してください。

※　納入済通知書の納入金額欄に￥記号は記入しないでください。
※　訂正印は不要です。
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5．納税者（従業員等）の異動処理

◇異動届出書について
納税者（従業員等）の入社・退職等により変更が生じた際は，す

みやかに「異動届出書」を提出してください。
異動届出書の提出が無い場合，あらかじめお知らせした月割額と

納入額が異なるため，督促状が送付されることになります。

毎月中旬までに税務課に到着した場合は翌月中旬に，それ以降に
到着した場合は翌々月中旬に変更の通知を特別徴収義務者へ送付し
ます。

※例えば，異動届出書が6月15日に税務課へ到着した場合は，変
更通知書が7月中旬に送付されますが，6月25日に税務課へ到着した
場合は，変更通知書は8月中旬の送付となります。

◇退職者等がいる場合
納税者（従業員等）が，退職・休職・長欠・死亡・育児休業など

のため，給与の支払いが無く，村民税・県民税・森林環境税の月割
額を徴収することができなくなった場合は，すみやかに「異動届出
書」を提出してください。異動届出書の記入見本が8頁以降にあり
ますので参考にしてください。

◇転職・転勤のある場合
納税者（従業員等）が他の事業所へ転職・転勤し，月割額の徴収

ができなくなった場合でも，新しい事業所で引き続き特別徴収がで
きる場合は，「異動届出書」の上部を記入したうえで，転勤者を通
して新しい事業所へ回送してください。（個人番号は新しい事業所
で記入します。）

新しい事業者の方は，納税者の個人番号及び下部に必要事項を記
入し，税務課に提出してください。

異動届出書の記入見本が8頁にありますので参考にしてください。

◇未徴収税額の納入方法について
特別徴収されていた納税者（従業員等）が，退職等により給与か

らの特別徴収が継続できない場合，未徴収税額の納入方法は右記の
２通りとなります。

①一括徴収（9頁）
最後の給与等から残りの税額を一括で徴収する方法です。
※その年の6月1日から12月31日までの間に退職等があり，納税

者（従業員等）から一括徴収したい旨の申出があった場合は一
括徴収をしてください。

※翌年1月1日以降に退職等がある場合は，必ず一括徴収をして
ください。納税者（従業員等）の申出は不要です。

②普通徴収（10頁）
納税義務者に直接通知し，年税額を6月・8月・10月・翌1月の年

4回に分けて納付する方法です。普通徴収に変更になる時期によっ
ては納入回数が少なくなる場合もあります。

◇普通徴収から特別徴収へ変更する場合
村民税・県民税（個人住民税）・森林環境税が普通徴収となって

いる納税者（従業員等）の徴収方法を，給与からの特別徴収に変更
する場合は「特別徴収切替届出（依頼）書」に必要事項を記入のう
え御提出ください。

毎月中旬までに税務課に到着した場合は翌月中旬に，それ以降に
到着した場合は翌々月中旬に変更の通知を特別徴収義務者へ送付し
ます。納入書のみ先に必要な場合はその旨を御記入ください。

※二重送付を防止する為，普通徴収の納付書を添付してください。
※特別徴収の開始月は，余裕をもって設定してください。
※令和７年度の普通徴収から特別徴収への切替の受付は令和８年
（2026年）3月14日必着までとなります。

6．特別徴収義務者の変更について

◇特別徴収義務者に変更が生じた場合
「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に変更事項を記入

して提出してください。
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7．納期の特例について

◇納期の特例とは
特別徴収は通常6月から翌年5月までの1年間，毎月給与から月割

額を徴収し，翌月10日の納期限までに納入してもらう制度ですが，
「納期の特例」の承認を受けると，納入時期を年2回に変更すること
ができます。

毎月の徴収した月割額を，特別徴収義務者が保管し，6月～11月
分を12月10日までに，12月～翌5月分を翌6月10日までに納入する
仕組みです。

◇申請の方法について
総従業員数（給与の支払を受ける方の人数）が常時10人未満の

事業所に限り，申請により承認を受けることができます。
申請書は，ホームページよりダウンロードしていただくか，税務

課までご連絡ください。
※申請の時期によっては，納期の特例の承認を受ける前に納期限

が到来することがあります。その場合，納期限が過ぎたものに
ついては納期の特例を受けることはできません。

※一度承認を受ければ，毎年申請をする必要はありません。
※総従業員数が，常時10人以上となった場合や，納期の特例の

適用を受けることをやめる場合は，遅滞なく届け出てください。

8．その他

◇督促状について
特別徴収税額の納入が遅れている事業所に対し，督促状を送付し

ています。異動届出書の提出が無かった場合も，税額不足を理由と
して督促状が送付されますので御注意ください。

督促状が送付された後も納入が無い場合は，滞納整理の対象とな
りますので御承知おきください。

◇延滞金について
納期限までに納入されない場合は，納期限の翌日から納入した日

までの日数に応じ，地方税法の定める割合で延滞金が加算されます。
延滞金が生じた場合は，別途延滞金通知書が送付されます。

◇海外転出を伴う退職者について
納税者（従業員等）が海外への移住，または帰国等の理由により

退職する場合，村民税・県民税・森林環境税の未徴収税額の滞納防
止を図るため，未徴収額の一括徴収に御協力をお願いします。

一括徴収ができない場合や，1月2日以降に出国予定で前年の所得
により新しい年度の課税が発生する可能性がある場合は，出国前に

「納税管理人」を指定する必要がありますので，納税義務者（従業員）
本人から税務課に連絡をするよう御指導をお願いいたします。

◇納税証明書の発行について
特別徴収による納入が納期限までになされない場合，特別徴収義

務者（給与支払者）及び納税義務者（従業員等）の納税証明書が発
行できない場合がありますので，御注意ください。

◇特別徴収が行えない場合について
事業経営不振などの理由で，毎月の給与支払ができていない場合

は特別徴収を行うことができないため，すみやかに御連絡ください。

◇退職所得にかかわる個人住民税の特別徴収
〈退職所得に係る住民税の計算方法〉
①退職所得の金額を計算します。
退職所得の金額＝（収入金額（退職金の額）－退職所得控除額）×1/2

（千円未満の端数切捨て）

退職所得控除額算出表
勤続年数 退 職 所 得 控 除 額
20年以下 40万円×勤続年数（80万円に満たないときは80万円）
20年超 800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

　②個人住民税額（特別徴収税額）を計算します。
個人住民税＝（退職所得の金額×税率（村民税6％，県民税4％）

（百円未満の端数切捨て）
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令和７年度　村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額差引簿 （単位：円）

◦
特
別
徴
収
税
額
の
管
理
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
記
載
例
は
裏
面
に
あ
り
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す
。

区　分
月　　　　　割　　　　　異　　　　　動　　　　　税　　　　　額 異動者，氏名

月日，事由等6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分

当初分

異動分

合　計

納　入
月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日
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（単位：円）

区　分
月　　　　　割　　　　　異　　　　　動　　　　　税　　　　　額 異動者，氏名

月日，事由等6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分

当初分 86,400 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000特別徴収税額通知書による11名分

異動分 △1,200 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000東海一郎5月31日退職により減

△900 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100 △1,100甲田太郎税額変更通知書により減

△2,000 △2,000 △2,000 △2,000 △2,000 △2,000 △2,000 △2,000 △2,000 乙山二郎，大山五郎，小田一郎8月31日退職により減

△800 △800 △800 △800 △800 △800 △800 △800 乙野花子9月30日東京支店へ転勤により減

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600山田次郎税額変更通知書により増

合　計
85,200 80,100 79,900 77,900 77,100 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700

納　入
月　日 7月10日 8月10日 9月11日 10月10日 11月10日 12月11日 1月10日 2月13日 3月11日 4月10日 5月10日 6月10日

　　　　村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額差引簿（記載例）



－	8	－

5656昭和・平成

12345

整 理 番 号

税額通知書の
特別徴収義務
者指定番号と
整理番号を必
ず記入してく
ださい。

税額通知書の住
所を記入してく
ださい。

異動（退職等）
後，住所が変更
になる場合に記
入してください。

転勤・再就職等
により，新勤務
先で特別徴収を
継続する場合に
記入する欄です。
前勤務先では未
記入のまま転勤
者を通して新勤
務先へ回付して
ください。



－	9	－

東　海　村長殿 整 理 番 号

5656昭和・平成

12345

異動のあった翌
月10日までに異
動届出書を提出
してください。

税額通知書の住
所を記入してく
ださい。

税額通知書の
特別徴収義務
者指定番号と
整理番号を必
ず記入してく
ださい。

異動（退職等）
後，住所が変更
になる場合に記
入してください。



－	10	－

123456

56昭和・平成

東　海　村長殿

12345

整 理 番 号
異動のあった翌
月10日までに異
動届出書を提出
してください。

税額通知書の住
所を記入してく
ださい。

税額通知書の
特別徴収義務
者指定番号と
整理番号を必
ず記入してく
ださい。

異動（退職等）
後，住所が変更
になる場合に記
入してください。



１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　「
整
理
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
新
勤
務
先
で
は
最
下
段
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【提出先】 東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当〒319-1192

昭和・平成

東　海　村長殿 整 理 番 号
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号
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の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
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番
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転
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、
再
就
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動
後
の
勤
務
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続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
新
勤
務
先
で
は
最
下
段
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【提出先】 東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当〒319-1192

昭和・平成

東　海　村長殿 整 理 番 号





１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
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載
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て
く
だ
さ
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２
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理
番
号
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の
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収
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通
知
書
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記
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番
号
を
記
載
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て
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だ
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転
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、
再
就
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異
動
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務
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続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
新
勤
務
先
で
は
最
下
段
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【提出先】 東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当〒319-1192

昭和・平成

東　海　村長殿 整 理 番 号





１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　「
整
理
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
新
勤
務
先
で
は
最
下
段
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【提出先】 東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当〒319-1192

昭和・平成

東　海　村長殿 整 理 番 号





１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　「
整
理
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
新
勤
務
先
で
は
最
下
段
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【提出先】 東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当〒319-1192

昭和・平成

東　海　村長殿 整 理 番 号





　２．　６５歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。

　３．　用紙が足りない場合には、コピーしてお使いください。

【提出先】　〒319-1192　　東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当

【 添付書類 】

　１．　普通徴収の納付書　（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）

　　　  ※ すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。

【 注意事項 】

　１．　普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

　　　  ※ 普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収への切替は、２か月程度の余裕を持って行ってください（市町村ごとに通知の発送期日が異なるため）。

現在の住所

〒　　　　　― ※ １月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月　 割　 額
の　 連　 絡

　必要な場合のみ記入してください。

 　　　　　　月　　　　　日　までに通知書が必要

 ※ 通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。

１月１日現在
の　住　所

〒　　　　　―
 特別徴収を開始します。

届 出 理 由  １．入社　　　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　―　　　　　　　 ―法人番号

給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ 旧　　姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

　期別を○で囲んでください。

氏　　　　名
〔 　１　・　２　・　３　・　４　 〕 期  以降を切替希望

　※ 普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への

生 年 月 日 　　昭 和　 ・  平成　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　
　　　切替ができません。

特 別 徴 収
開始予定月

 　　　　　　月分 （　　　　　月　　　　　日納期分） から

特別徴収義務者

指 定 番 号

※市町村ごと
に異なります令和

年 月 日 特
別
徴
収
義
務
者

 新規の場合、納入書 （　要　・　不要　）フリガナ

名　 称
（氏 名）

担当者
連絡先

係

氏名代表者の
職氏名印（宛先） 東海村長 ）

電話

市町村使用欄特別徴収切替届出（依頼）書

給
与
支
払
者

（ 所在地
（住 所）

〒　　　　　　―

提出

記
入
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。



市町村使用欄特別徴収切替届出（依頼）書

給
与
支
払
者

（ 所在地
（住 所）

〒012-3456

提出

　　〇〇県××市△△１－２－３

株式会社　〇×商事

特別徴収義務者

指 定 番 号

※市町村ごと
に異なります令和

×× 年 ○○ 月 △△ 日 特
別
徴
収
義
務
者

 新規の場合、納入書 （　要　・　不要　）フリガナ

名　 称
（氏 名）

担当者
連絡先

係

新規

人事課人事労務係

特徴　花子

氏　　　　名
〔 　１　・　２　・　３　・　４　 〕 期  以降を切替希望

氏名代表者の
職氏名印（宛先） 東海村長 ）

電話法人番号

給
与
所
得
者

旧　　姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

　必要な場合のみ記入してください。

 　　　　　　月　　　　　日　までに通知書が必要

　期別を○で囲んでください。

【提出先】　〒319-1192　　東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当

鈴木　一郎

スズキ　イチロウ

【 添付書類 】

　１．　普通徴収の納付書　（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）

　　　  ※ すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。

【 注意事項 】

　１．　普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

　　　  ※ 普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収への切替は、２か月程度の余裕を持って行ってください（市町村ごとに通知の発送期日が異なるため）。

 １．入社　　　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

現在の住所

〒　　　　　― ※ １月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月　 割　 額
の　 連　 絡

 ※ 通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。

　※ 普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への

カブシキガイシャ　マルバツショウジ

代表取締役　特徴　太郎

　000-000-0000

　２．　６５歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。

　３．　用紙が足りない場合には、コピーしてお使いください。

生 年 月 日 　　昭 和　 ・  平成　　　　　５０　年　　　　　１　月　　　　　１　日　
　　　切替ができません。

特 別 徴 収
開始予定月

 　　　　１０　月分 （　　　１１　月　　１０　日納期分） から

１月１日現在
の　住　所

〒　123　―　44444
 特別徴収を開始します。

届 出 理 由
　　〇〇県××市△△３－２－１

フ リ ガ ナ

特別徴収切替届出（依頼）書の記載のしかた

記
入
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

既に今年度の納入書がある
場合は，税額を訂正してご
使用ください。
納入書訂正方法は3頁参照

特別徴収の税額通知書については，特別徴収切替届出
（依頼）書が毎月中旬までに税務課に到着した場合は
翌月中旬に，それ以降に到着した場合は翌々月中旬に
変更の通知を特別徴収義務者へ送付します。



　２．　６５歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。

　３．　用紙が足りない場合には、コピーしてお使いください。

【提出先】　〒319-1192　　東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当

【 添付書類 】

　１．　普通徴収の納付書　（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）

　　　  ※ すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。

【 注意事項 】

　１．　普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

　　　  ※ 普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収への切替は、２か月程度の余裕を持って行ってください（市町村ごとに通知の発送期日が異なるため）。

現在の住所

〒　　　　　― ※ １月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月　 割　 額
の　 連　 絡

　必要な場合のみ記入してください。

 　　　　　　月　　　　　日　までに通知書が必要

 ※ 通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。

１月１日現在
の　住　所

〒　　　　　―
 特別徴収を開始します。

届 出 理 由  １．入社　　　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　―　　　　　　　 ―法人番号

給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ 旧　　姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

　期別を○で囲んでください。

氏　　　　名
〔 　１　・　２　・　３　・　４　 〕 期  以降を切替希望

　※ 普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への

生 年 月 日 　　昭 和　 ・  平成　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　
　　　切替ができません。

特 別 徴 収
開始予定月

 　　　　　　月分 （　　　　　月　　　　　日納期分） から

特別徴収義務者

指 定 番 号

※市町村ごと
に異なります令和

年 月 日 特
別
徴
収
義
務
者

 新規の場合、納入書 （　要　・　不要　）フリガナ

名　 称
（氏 名）

担当者
連絡先

係

氏名代表者の
職氏名印（宛先） 東海村長 ）

電話

市町村使用欄特別徴収切替届出（依頼）書

給
与
支
払
者

（ 所在地
（住 所）

〒　　　　　　―

提出

記
入
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。



市町村使用欄特別徴収切替届出（依頼）書

給
与
支
払
者

（ 所在地
（住 所）

〒012-3456

提出

　　〇〇県××市△△１－２－３

株式会社　〇×商事

特別徴収義務者

指 定 番 号

※市町村ごと
に異なります令和

×× 年 ○○ 月 △△ 日 特
別
徴
収
義
務
者

 新規の場合、納入書 （　要　・　不要　）フリガナ

名　 称
（氏 名）

担当者
連絡先

係

新規

人事課人事労務係

特徴　花子

氏　　　　名
〔 　１　・　２　・　３　・　４　 〕 期  以降を切替希望

氏名代表者の
職氏名印（宛先） 東海村長 ）

電話法人番号

給
与
所
得
者

旧　　姓

普 通 徴 収
切 替 期 別

　必要な場合のみ記入してください。

 　　　　　　月　　　　　日　までに通知書が必要

　期別を○で囲んでください。

【提出先】　〒319-1192　　東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当

鈴木　一郎

スズキ　イチロウ

【 添付書類 】

　１．　普通徴収の納付書　（二重納付防止のため、残りの納付書（納期未到来分）を添付してください。）

　　　  ※ すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。

【 注意事項 】

　１．　普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

　　　  ※ 普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収への切替は、２か月程度の余裕を持って行ってください（市町村ごとに通知の発送期日が異なるため）。

 １．入社　　　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

現在の住所

〒　　　　　― ※ １月１日現在の住所と違う場合に記入してください。

月　 割　 額
の　 連　 絡

 ※ 通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。

　※ 普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への

カブシキガイシャ　マルバツショウジ

代表取締役　特徴　太郎

　000-000-0000

　２．　６５歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。

　３．　用紙が足りない場合には、コピーしてお使いください。

生 年 月 日 　　昭 和　 ・  平成　　　　　５０　年　　　　　１　月　　　　　１　日　
　　　切替ができません。

特 別 徴 収
開始予定月

 　　　　１０　月分 （　　　１１　月　　１０　日納期分） から

１月１日現在
の　住　所

〒　123　―　44444
 特別徴収を開始します。

届 出 理 由
　　〇〇県××市△△３－２－１

フ リ ガ ナ

特別徴収切替届出（依頼）書の記載のしかた

記
入
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

既に今年度の納入書がある
場合は，税額を訂正してご
使用ください。
納入書訂正方法は3頁参照

特別徴収の税額通知書については，特別徴収切替届出
（依頼）書が毎月中旬までに税務課に到着した場合は
翌月中旬に，それ以降に到着した場合は翌々月中旬に
変更の通知を特別徴収義務者へ送付します。



市町村使用欄特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

給
与
支
払
者

所在地
（住 所）

〒　　　　　　― ※ 届出時点での所在地・名称を記入してください。 ※市町村ごと
に異なります令和

（

特
別
徴
収
義
務
者

　　　 年　　　 月　　　 日

担当者
連絡先

係名   称
（氏 名）提出

（宛先） 東海村長 法人番号）

特別徴収義務者

指　定　番　号

氏名代表者の
職氏名印

電話 　　　　　　　―　　　　　　　 ―

◆　誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。
変更年月日 令和　　　　 年　　　　 月　　　　 日◆　代表者のみの変更の場合は、提出不要です。

事         項 変　更　前　（　旧　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。 変　更　後　（　新　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。

（ 該当番号に○ ）   ７．合併による変更 【下欄を記入してください。】　　　　 ８．分割による変更 【下欄を記入してください。】　　　　 ９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フ  リ  ガ  ナ

所   在   地
（送   付   先）

〒　　　　　　― 〒　　　　　　―

フ  リ  ガ  ナ

名         称

電 話 番 号 　　　　　　　　―　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　（内線　　　　　　　　　　） 　　　　　　　　―　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　（内線　　　　　　　　　　）

変 更 理 由   １．事務所等移転　　  ２．送付先変更　　  ３．社名（名称）変更　　  ４．法人成り　　  ５．個人事業化　　  ６．給与事務の統合 【下欄を記入してください。】

フ リ ガ ナ
  ２．統合・合併・分割先の指定番号を使用する。

名　　　称※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

※ 個人事業主が法人化した場合は新規扱いとなります。

指定番号
※市町村ごと
に異なります

特別徴収義務者

指定番号
※市町村ごと
に異なります

【 提出先 】　〒319-1192　　東海村東海三丁目７番１号　　東海村役場総務部税務課住民税担当

統
合
・

合
併
・

分
割
後
の
指
定
番
号

電話番号 　　　　　―　　　　　　　　―　　　　　　　　　　（内線　　　　　　　　　）
指定番号

※市町村ごと
に異なります

法人番号
  ３．旧特別徴収義務者の指定番号を継続使用する。

統
合
・
合
併
・
分
割
さ
れ
る
事
業
所

所  在  地
〒　　　　　　―

  １．指定番号を新規に取得する。

※ 別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。





東海村の村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納入書を初めて受け付ける金融機関に対し，指定通知書を提出
する必要があります。指定通知を受けていない金融機関には，下記の指定通知書を提出してから納入してください。

指  定  通  知  書  （銀行）

貴店を地方税法第321条の５第４項の規定により当村の村民税
・県民税・森林環境税（特別徴収）取扱金融機関に指定します。

１．特別徴収義務者

　　　所在地

　　　名　称

１．認 可 番 号 東貯業２第1965号

２．振替口座番号 ００１４０－２－９６０４７５

３．加 入 者 名 東海村会計管理者

４．取りまとめ店 ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター（〒330-9794）
２．取りまとめ金融機関名

　　　所在地　　茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目5‒19

　　　名　称　　常陽銀行東海支店

令和　　 年　　 月　　 日

茨城県東海村長

銀行 店様

山 田　 修

指  定  通  知  書

貴店を地方税法第321条の５第４項の規定にもとづいて当村の
村民税・県民税・森林環境税（特別徴収）取扱店に指定しました
ので通知します。

令和　　 年　　 月　　 日

茨城県東海村長

ゆうちょ銀行 店様

山 田　 修

き
　り
　と
　り

き
　り
　と
　り

き　り　と　り




